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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 一般的名称：吸引チューブ (16779000) 

吸引チューブ 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】  

・再使用禁止 

（本品はデイスポーザブル製品であり再使用による 

機能低下、並びに交差感染のおそれがある。）   

・本品や包装に破損などの異常が認められる場合は使用し 

ないこと。 

・再滅菌禁止 

  

【形状・構造及び原理等】 

・材質：ポリ塩化ビニール 

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ 

（2－エチルヘキシル））を使用している。 

・本品はエチレンオキサイトガス（EOG）滅菌済商品です。 

 

 

■型番 B-002 吸引チューブ（円錐形コネクタタイプ） 

 
 

 

■サイズ 

長さ（ｃｍ）：180ｃｍ 以上１０ｃｍ単位に選択可 

標準内径：7（ｍｍ）都度対応内径：5（ｍｍ）、６ｍｍ 

 

 本添付文書に該当する製品のサイズ等については、 

包装表示ラベルに記載されているので確認すること。 

 

原理：吸引器より吸引された血液、体液、分泌液、滲出液、骨

片などが本品を介して回収容器に送られる。 

・吸引器及び回収容器にしっかりと接続できること。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的、又は効果】

 

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のある

 

プラスチック製のチューブをいう。（当品目の定義から）

 

 

【使用方法等】

 

<使用方法>

 

1.使用直前に包装から吸引チューブを取り出す。

 

2.コネクターで吸引器、回収容器にしっかり接続する。

 

吸引器、回収容器に合ったコネクターを選択する。

 

 

<使用方法に関する注意>

 

1.包装の破線したもの、開封済みのもの又は水濡れしたもの

は使用しないこと。

 

2.廃棄する際は医療廃棄物として適切に処分する事。

 

 

【保管方法及び有効期間等】

  

<貯蔵・保管方法>

 

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避

けて室温で保管すること。

 

 

 

<有効期間>

 

製造年月より 3 年

 

 

【包装】1 個／袋

  

滅菌包装

   

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

  

製造販売業者

 

 

京中貿易株式会社

 

 

京都市中京区神泉苑通御池下る神泉苑町 1 番地 2

 

 

Tel:075-811-0545

 

製造業者

 

 

Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.

 

 

中華人民共和国

 

 
 

 

 

【警告】 

本品は、医師又は、医師の指導を受けた医療従事者以外は使用し

ないこと。 

再使用禁止




